
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の活性化を目指して、持続可能な事業

を自主的に取り組む町民（団体・個人）の

皆さんを応援するため、令和８年度西会津

町活力ある地域づくり支援事業の募集を開

始します。 

詳しくは裏面をご覧ください 

対象者 

町民のうち、地域の活性化を目指して 

自主的な活動を行う団体及び個人 

 

補助対象事業 
✔地場産業の振興のための事業 

✔他地域との交流促進を図るための事業 

✔伝統的工芸品等の振興を図るための事業 

✔芸術、文化の振興事業 

✔伝統行事や郷土芸能の継承保存活動に関する事業 

✔その他、地域の振興に資すると特に認めた事業 

 

補助金額 
総事業費の 75％（上限 50 万円）※補助金額に端数がある場合は千円以下切り捨て 

※事業費の 25％（あるいは補助上限 50 万円を超える分）は自己負担となります。 

※事業の内容により最大 3 ヵ年まで継続が認められます。 
例）総事業費 40 万円の場合、補助金＝40 万円×75％＝30 万円、自己負担 10 万円 

総事業費 67 万円の場合、補助金＝67 万円×75％＝50 万円、自己負担 17 万円 

総事業費 80 万円の場合、補助金＝80 万円×75％＝60 万円⇒50 万円(上限)、自己負担 30 万円 

 

お問い合わせ先 

西会津町役場 商工観光課 商工観光係 

電話：0241-45-2213   

Email：syokou@town.nishiaizu.fukushima.jp 



審 査 会 

４月下旬 

補助金交付決定 

４月末日 

 

◆手続きの流れ   
 
 

 

 

 

＜提出書類＞ 

①様式第 1 号    交付申請書 

②様式第 1 号の 2  事業目的・効果および年次計画書 

③様式第 2 号    収支予算書 

④別紙       年間スケジュール・詳細計画・今後の展開 

 

   ※申請書類は、商工観光課（来庁・メール）もしくは町ホームページより取得ください。 

   ※対象経費・対象外経費はホームページに掲載しておりますので、必ずご確認ください。 

 ＜対象外経費例 ※詳細な対象外経費は町ホームページをご覧ください＞ 

次の場合については、事業の該当にはなりません。 

①企業が行う事業 

②地域振興に関する目的が不明確と認められる事業 

③営利を目的とした事業や実施主体の営業活動との区別が不明確な事業 

④事業の主要な部分を他に委託する事業や物品購入費が中心となった事業 

⑤団体及び施設にかかる運営費 

⑥団体構成員の人件費 

➆団体構成員の打合せ会議等に要する飲食費  

 

 

 

 

町が委嘱した民間の有識者等の審査委員に、事業内容を説明していただきます。 

   詳細な日程については、個別にご連絡します。 

 

 

     
 

 

 審査会の結果により、事業の採択・不採択が決定されます。 

※交付決定の時期は、変更になる場合があります 

※交付決定日以降の事業活動が対象となります。交付決定日以前の事業は対象となりません。 

申請受付・面談 

～４月１７日（金） 

※新規の申請者の方は、書類提出前に町担当者

と面談が必要です。必ず申請書作成前に商工

観光課にご連絡をお願いします。 

商工観光課：0241-45-2213 


